
（平成２１年９月２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 16 件

国民年金関係 3 件

厚生年金関係 13 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 24 件

国民年金関係 11 件

厚生年金関係 13 件

年金記録確認京都地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



京都国民年金 事案 1273 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 48年８月から 49年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 28 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 48 年８月から 49 年 12 月まで 

    私が 20 歳になった昭和 48 年＊月ごろ、母親がＡ市役所で国民年金の

加入手続を行った。私は、母親に、生活費を渡していたので、申立期間

の保険料は、母親が郵便局又は農協で納付してくれていたはずである。

申立期間が未納とされていることに納得できない。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 50 年４月に払い出されているこ

とが、社会保険事務所が保管している国民年金手帳記号番号払出簿で確認

でき、このころに申立人の母親は、申立人の国民年金の加入手続を行った

ものと考えられ、この時点で、申立期間は、現年度保険料及び過年度保険

料として納付することとなり、Ｂ県Ａ市では、国民年金の加入手続が有っ

た場合、現年度保険料の納付を勧奨するとともに、過年度保険料について

も納付書を発行していたことが確認できる上、申立人が、生活費を渡して

いたとする申立人の母親は、申立人の申立期間に対応する期間の保険料を

納付済みであることから、申立人の母親が申立期間の保険料を納付したも

のとみても不自然ではない。 

   また、Ａ市が保管している国民年金被保険者名簿の検認記録では、昭和

50年１月から同年３月までの国民年金保険料を同年４月８日に納付してい

ることが確認できるものの、49 年４月から同年 12 月までは未納とされて

おり、このことは、社会保険庁のオンライン記録とも一致している。この



ように、年度内の一部に未納の期間が有る場合、社会保険事務所では、特

殊台帳を作成することとされているが、同台帳が作成されていないことか

ら、行政側の記録管理が適切に行われていなかった可能性もうかがわれる。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



京都国民年金 事案 1274 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成元年４月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年４月から同年 12 月まで 

    私は、昭和 36 年にＡ市Ｂ区役所で国民年金に加入以降、国民年金保険

料を納付し、結婚後は妻が私の保険料を一緒に納付しており、納付時期

が遅れることはあっても未納無く納付してきた。 

    平成６年の転職時の３か月は国民年金保険料を納付していないが、他

に未納分は無いと確信しているので調査してほしい。 

    なお、妻については、既に年金記録確認第三者委員会でのあっせんを

受け納付済期間に訂正された経緯も有る。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は９か月と短期間であるとともに、申立人は、昭和 36 年４月の

国民年金制度開始以降、申立期間及び平成６年の３か月間を除き、国民年

金保険料をすべて納付しており、保険料納付意識は高かったものと考えら

れる。 

   また、申立人の国民年金保険料を納付していたとする申立人の妻につい

ては、申立人の申立期間に対応する期間の保険料は納付済みとなっている

ことから、申立期間については、保険料が納付されたものとみても不自然

ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



京都国民年金 事案 1275 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 37年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

   また、昭和 39 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正４年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 37 年３月まで 

             ② 昭和 39 年４月から 40 年３月まで 

    申立期間①については、昭和 36 年に家族に勧められ、Ａ区役所で国民

年金の加入手続を行った。国民年金保険料については、集金人に納付し

たと記憶している。               

    また、申立期間②については、夫が昭和 38 年＊月に亡くなったため、

同年４月から免除申請手続を行い、翌年についても集金人が自宅に来た

際、免除の手続を行ったと記憶している。 

    申立期間①及び②について、改めて調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金加入期間について、申立期間及び１年間の申請免除

期間を除き、60 歳に達するまで国民年金保険料をすべて納付しており、申

立人の保険料納付意識は高かったものと考えられる。 

   また、申立期間①については、国民年金保険料納付の前提となる申立人

の国民年金手帳記号番号は、昭和 36 年８月に払い出されていることが社会

保険事務所が保管している国民年金手帳記号番号払出簿により確認でき、

このころに申立人は国民年金に加入したものと推認でき、この当時は、37



年４月に発出された厚生省(当時)の通達により、38 年６月までは市町村で

過年度保険料の収納を行うことができるとされていた時期であり、Ｂ市で

も過年度保険料を納付するよう勧奨していたことが確認されている上、社

会保険庁のオンライン記録により申立人は、37 年４月からの保険料を納付

していることが確認できることから、この納付に併せ、申立期間の保険料

についても納付していたものとみても不自然ではない。 

   さらに、申立期間②については、申立人は、集金人から国民年金保険料

の申請免除の説明を受けて手続を行ったとしており、当時、Ｂ市では、前

年度に免除申請手続を行った者に対し、集金人が納付意思の確認及び免除

希望者には免除の申請を取り次いでいたことが確認でき、申立人は、申立

期間の前年度である昭和 38 年４月から 39 年３月までについて免除承認さ

れていることから、申立人が申立期間について、免除申請手続を行ったも

のとみても不自然ではない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、昭和 36 年４月か

ら 37 年３月までの国民年金保険料については、納付していたものと認めら

れる。 

   また、昭和 39 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

免除されていたものと認められる。 



                      

  

京都厚生年金 事案 1027 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 15年５月から 16年８月までの期間について、

社会保険庁に記録されている標準報酬月額に基づく厚生年金保険料額より高い

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、標準

報酬月額を申立期間のうち 15 年５月は 44 万円、同年６月は 41 万円、同年７月

から 16年８月までは 44万円に訂正することが必要である。 

   また、平成 16 年 12 月 15 日、17 年７月 16 日及び同年 12 月 16 日に支払われ

た賞与について、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、標準賞与額を、16 年 12 月 15 日は１万 7,000 円、17 年７

月 16日は３万 1,000円、同年 12月 16日は３万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る平成 15年５月から 16年８月までの期間の上記

訂正後の標準報酬月額及び 16 年 12 月 15 日、17 年７月 16 日及び同年 12 月 16

日支給の賞与に係る標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 60年２月 21日から平成 20年 11月７日まで 

             ② 平成 16年 12月 15日 

             ③ 平成 17年７月 16日 

             ④ 平成 17年 12月 16日 

             ⑤ 平成 18年８月４日 

             ⑥ 平成 18年 12月 15日 

             ⑦ 平成 19年７月 26日 

    申立期間について、給与明細書で控除されている保険料と社会保険庁の標準

報酬月額の記録に相違があるので、記録を訂正してほしい。 

 



                      

  

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録では、申立人の標準報酬月額は、申立期間①のうち平成 15

年５月から 16年８月までは 11万 8,000円と記録されている。 

   しかし、申立人が所持している給与明細書及び申立てに係る事業所の破産管財

人が保管する賃金台帳により、申立期間のうち平成 15年５月から 16年８月まで

の期間について、社会保険庁に記録されている標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料額より高い保険料が給与から控除されていることが確認できる。 

   また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立

人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であって、これらの標準

報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

   したがって、申立人の標準報酬月額については、給与明細書及び賃金台帳に記

載されている厚生年金保険料の控除額及び報酬月額から、申立期間①のうち平成

15 年５月は 44 万円、同年６月は 41 万円、同年７月から 16 年８月までは 44 万

円に訂正することが妥当である。 

   また、申立期間②、③及び④に支給された賞与については、社会保険庁に記録

が無いが、賃金台帳から厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められることから、標準賞与額を平成 16年 12月 15日は 1万 7,000円、

17年７月 16日は３万 1,000円、同年 12月 16日は３万円に訂正することが妥当

である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、社会保

険事務の責任者であった役員は、標準報酬月額の引き下げについては社会保険庁

の記録どおりに届出をしたとしており、平成 16 年 12 月 15 日、17 年７月 16 日

及び同年 12月 16日支給の賞与に係る保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主が社会保険事務所に届出したにもかかわらず、いずれの機会にお

いても、社会保険事務所がこれを記録しないことは考え難いことから、事業主は

賞与支払届を提出しておらず、その結果、社会保険事務所は、給与明細書及び賃

金台帳で確認できる保険料控除額に見合う保険料について納入の告知を行って

おらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   また、昭和 60 年２月 21日から平成 15年４月 30日までの期間については、賃

金台帳等の資料が保管されていないため報酬月額及び厚生年金保険料の控除額

が確認できず、他の同僚が当該期間の一部の給与明細書を所持しているが、給与

支給額と控除額から算出した標準報酬月額は社会保険庁の記録と一致しており、

申立人が主張する標準報酬月額の相違の事実については確認できない。 

   一方、申立期間①のうち平成 16 年９月１日から 20 年 11 月７日までの期間の



                      

  

標準報酬月額については、社会保険庁の記録と申立人が所持する給与明細書及び

賃金台帳に記載されている報酬月額及び保険料控除額からみた標準報酬月額が

一致しており、申立期間⑤、⑥及び⑦に支払われた賞与については、社会保険庁

の記録と賃金台帳に記載されている賞与額及び保険料控除額から算出した標準

賞与額が一致していることから、記録の訂正は行わない。 



                      

  

京都厚生年金 事案 1028 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 15年５月から 16年８月までの期間について、

社会保険庁に記録されている標準報酬月額に基づく厚生年金保険料額より高い

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、標準

報酬月額を申立期間のうち 15 年５月から 16 年８月までは 47 万円に訂正するこ

とが必要である。 

   また、平成 16 年 12 月 15 日、17 年７月 16 日及び同年 12 月 16 日支給の賞与

について、厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認めら

れることから、標準賞与額を 16 年 12 月 15 日は１万 6,000 円、17 年７月 16 日

は２万円、同年 12月 16日は１万 5,000円に訂正することが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る平成 15年５月から 16年８月までの期間の上記

訂正後の標準報酬月額及び 16年 12月 15日、17年７月 16日、及び同年 12月 16

日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 15年５月１日から 20年 11月８日まで 

                          ② 平成 16年 12月 15日 

             ③ 平成 17年７月 16日 

             ④ 平成 17年 12月 16日 

             ⑤ 平成 18年８月４日 

             ⑥ 平成 18年 12月 15日 

             ⑦ 平成 19年７月 26日     

    申立期間について、給与の支給額と社会保険庁の標準報酬月額を比べると、

社会保険庁の記録における標準報酬月額が低くなっているので、調査の上、標

準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録では、標準報酬月額について、申立期間①のうち平成 15 年



                      

  

５月から 16年８月までは 18万円と記録されている。 

   しかし、申立人が所持している給与明細書及び破産管財人である弁護士が保管

する賃金台帳により、申立期間のうち平成 15年５月から 16年８月までの期間に

ついて、社会保険庁に記録されている標準報酬月額に基づき計算された保険料額

より高い保険料が給与から控除されていることが確認できる。 

   また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行

われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬

月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

   したがって、申立人の標準報酬月額については、給与明細書及び賃金台帳に記

載されている厚生年金保険料の控除額及び報酬月額から、申立期間①のうち平成

15年５月から 16年８月までは 47万円に訂正することが必要である。 

   また、申立期間②、③及び④に支給された賞与については、社会保険庁に記録

が無いが、賃金台帳から、保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められることから、標準賞与額を平成 16年 12月 15日は１万 6,000円、17年

７月 16日は２万円、同年 12月 16日は１万 5,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、社会保

険事務の責任者であった役員は、標準報酬月額の引き下げについては社会保険庁

の記録どおりに届出をしたとしており、平成 16 年 12 月 15 日、17 年７月 16 日

及び同年 12月 16日支給の賞与に係る保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主が社会保険事務所に届出したにもかかわらず、いずれの機会にお

いても、社会保険事務所がこれを記録しないことは考え難いことから、事業主は

賞与支払届を提出しておらず、その結果、社会保険事務所は給与明細書及び賃金

台帳で確認できる保険料控除額に見合う保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   一方、申立期間①のうち平成 16 年９月１日から 20 年８月 31 日までの期間、

申立期間⑤、⑥及び⑦に支払われた賞与については、社会保険庁の記録と本人が

所持する給与明細書及び破産管財人である弁護士が保管する賃金台帳に記載さ

れている報酬月額及び賞与額と保険料控除額から算出した標準報酬月額及び標

準賞与額が一致していることから、記録の訂正は行わない。 

   また、申立期間①のうち平成 20年９月１日から同年 11月８日までの期間につ

いては、当該事業所を管轄する社会保険事務所が破産管財人に対し調査をした上

で、既に社会保険事務所の職権により 21年２月 19日に申立人の報酬月額に見合

う標準報酬月額に訂正処理を行っている。 



                      

  

京都厚生年金 事案 1029 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 38 年８月及び同年９月、46 年 10 月から同

年 12 月まで、47 年 12 月から 53 年９月まで、並びに平成６年 10 月の期間につ

いて、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていることが認められることから、申立期間のうち 38 年８月及び同

年９月は標準報酬月額を２万 6,000 円に、46 年 10 月から同年 12 月までは６万

円、47年 12月から 48 年５月までは８万円、同年６月及び同年７月は９万 2,000

円、同年８月から同年 10月までは 12万 6,000円、同年 11月から 49年７月まで

は 10万 4,000円、同年８月及び同年９月は 11万 8,000円、同年 10月から 50年

７月までは 12 万 6,000 円、同年８月から 51 年５月までは 13 万 4,000 円、同年

６月及び同年７月は 16 万円、同年８月は 13 万 4,000 円、同年９月から 52 年９

月までは 14 万 2,000 円、同年 10 月から 53 年９月までは 20 万円、平成６年 10

月は 53万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る昭和 38 年８月及び同年９月、46 年 10 月から

同年 12 月まで、47 年 12 月から 53 年９月まで並びに平成６年 10 月の期間の標

準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 32年２月 11日から平成 14年９月 30日まで 

    申立期間について、給与の支給額と社会保険庁の標準報酬月額とを比べると、

社会保険庁の記録が低くなっているので、調査の上、標準報酬月額の記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録では、申立期間のうち、昭和 38 年８月及び同年９月は標準

報酬月額については２万 4,000 円、46 年 10 月から同年 12 月までの期間につい



                      

  

ては５万 6,000 円、47 年 12 月から 48 年９月までの期間については６万 4,000

円、同年 10 月から 49 年９月までの期間については７万 6,000 円、同年 10 月か

ら 50年９月までの期間については 11万円、同年 10月から 51年９月までの期間

については 11万 8,000円、同年 10月から 52年９月までの期間については 13万

4,000 円、同年 10 月から 53 年９月までの期間については 19 万円、平成６年 10

月は 50万円と記録されている。 

   しかし、申立人が所持している給与明細書、給与所得の源泉徴収票及び市民

税・府民税特別徴収税額の通知書により、当該期間について、社会保険庁に記録

されている標準報酬月額に基づき計算された保険料額以上の保険料が給与から

控除されていることが確認できる。 

   また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行わ

れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月

額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬

月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 
   したがって、申立人の標準報酬月額については、申立人が所持している給与明

細書、給与所得の源泉徴収票及び市民税・府民税特別徴収税額の通知書により、

申立期間のうち昭和 38 年８月及び同年９月は標準報酬月額を２万 6,000 円に、

46年 10月から同年 12月までは６万円、47年 12月から 48年５月までは８万円、

同年６月及び同年７月は９万 2,000円、同年８月から同年 10月までは 12万 6,000

円、同年 11月から 49年７月までは 10万 4,000円、同年８月及び同年９月は 11

万 8,000円、同年 10 月から 50年７月までは 12万 6,000円、同年８月から 51年

５月までは 13 万 4,000 円、同年６月及び同年７月は 16 万円、同年８月は 13 万

4,000円、同年９月から 52年９月までは 14万 2,000円、同年 10月から 53年９

月までは 20万円、平成６年 10月は 53万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ株式

会社の事業主は関連資料が保管されていないため不明としているが、社会保険事

務所において長期にわたり誤って標準報酬月額の転記誤りを行ったことは考え

難い上、当時の同僚の供述により事業主は実際に受け取っていた報酬よりも引き

下げた報酬が届出されていたとしており、その結果、社会保険事務所は給与明細

書で確認できる保険料控除額に見合う保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

   一方、申立期間のうち昭和 32年２月から 38年７月まで、同年 10月から 46年

９月まで、53年 10月から平成６年９月まで、同年 11月から 14年９月までの期

間については、申立人が所持している給与明細書、給与所得の源泉徴収票及び市

民税・府民税特別徴収税額の通知書に記載されている保険料控除額から算出した



                      

  

標準報酬月額が社会保険庁に記録されている標準報酬月額より同額又は低い額

となっている上、昭和 47年１月から同年 11月までは、事業主に照会したところ、

賃金台帳等関連資料が保存年限の 10 年を経過しており、申立期間に係る給与に

ついて確認できないため、申立てに係る事実については不明と回答していること

から、申立人が主張する報酬に基づく厚生年金保険料が給与から控除されている

ことが確認できないため、記録の訂正は行わない。 



                      

  

京都厚生年金 事案 1030 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失日に係る記録

を平成 13年４月 21日に、株式会社Ｂにおける資格取得日に係る記録を同年４月

21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 44万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年２月 28日から同年６月５日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、申立期

間について厚生年金保険の未加入期間になっていることが判明した。この間は

株式会社Ａから関連会社である株式会社Ｂに出向していた期間であり、当該期

間が未加入になっていることは考えられない。申立期間について厚生年金保険

の被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ｂは、株式会社Ａ及びＣ株式会社が共同出資して設立した子会社であ

り、株式会社Ａ及びＣ株式会社が保管する申立人の賃金台帳の記録並びに株式会

社Ｂにおける元同僚等の供述から、申立人が申立期間において株式会社Ａ及び株

式会社Ｂに継続して勤務し、株式会社Ａ保管の賃金台帳に退社年月日が平成 21

年４月 20日と記載されていることから、同年４月 21日に株式会社Ａから株式会

社Ｂに移籍し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

   また、商業登記簿謄本から、申立人は株式会社Ｂにおいて役員に就任している

が、これについて申立人は、給与事務には一切関与していない旨を述べており、

同社の元従業員も、同社の従業員に対する給与は関連会社であるＣ株式会社から



                      

  

支給されており、株式会社Ｂでは給与支給事務は行っていないことから、申立人

が給与事務に関与していた事実はない旨を供述している。 

   さらに、平成 13 年１月の社会保険庁のオンライン記録及び株式会社Ａの賃金

台帳の記録から同年２月及び同年３月の標準報酬月額を 44 万円、同年６月の社

会保険庁の記録及びＣ株式会社の賃金台帳の記録から同年４月及び同年５月の

標準報酬月額を 44万円とすることが妥当である。 

   一方、社会保険事務所の記録によれば、株式会社Ｂは平成 13 年６月５日から

適用事業所となっているが、それ以前は申立期間を含めて適用事業所としての記

録が無い。しかし、当該事業所は、申立期間当時には既に法人として設立され、

株式会社Ａに保管されている人事通達及び関係者の供述により、申立人のほか複

数の従業員が在籍していた事実が確認できることから、当時の厚生年金保険法に

定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについて

は、株式会社Ａは不明と回答しており、また株式会社Ｂは平成 18 年３月に解散

していることから同社の親会社であるＣ株式会社に照会しても不明と回答して

いるが、株式会社Ａが保管する厚生年金基金加入員資格喪失通知書から資格喪失

日を平成 13年２月 28日と届け出ていることが確認できること、及び申立人の株

式会社Ｂにおける資格取得年月日が同社の適用年月日と同日の同年６月５日と

なっていることから、事業主は社会保険庁のオンライン記録どおりに届出してい

たことがうかがわれ、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

京都厚生年金 事案 1031 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける資格喪失日に係る記録

を平成 11年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 15万円とすることが

必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ：  女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年２月 28日から同年３月１日まで 

    私は、平成 10年９月１日から 11年２月末日まで株式会社Ａで勤務していた

が、厚生年金保険被保険者記録を照会したところ、同年２月の１か月間につい

ては加入記録がないことが判明した。私は同事業所に同年２月末日まで勤務し

ており、申立期間に係る厚生年金保険料を控除されていることは給与明細書か

らも明らかなので、厚生年金保険の加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   給与明細書及び雇用保険の記録から、申立人は、株式会社Ａに平成 11 年２月

28 日まで勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書における厚生年金保険

料の控除額及び社会保険庁の平成 11年１月の記録から、15万円とすることが妥

当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主

は不明であると主張しているが、事業主が資格喪失日を平成 11 年３月１日と届

け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年２月 28 日と誤って記録す

るとは考え難いことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社



                      

  

会保険事務所は、申立人に係る同年２月分の保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

京都厚生年金 事案 1032 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の平成 15年５月から 16年８月までの期間について、その

主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていることが認められることから、15年５月から 16年８月までの標準報酬月

額を 22万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る平成 15年５月から 16年８月までの期間の標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 47年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15年５月１日から 16年９月 15日まで 

    申立期間について、給与の支給額と社会保険庁の標準報酬月額とを比べると、

社会保険庁の記録が低くなっているので、調査の上、標準報酬月額の記録を訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険庁の記録では、申立期間の平成 15年５月から 16年８月までの標準報

酬月額については９万 8,000円と記録されている。 

   しかし、破産管財人が保管する株式会社Ａの賃金台帳により、当該期間につい

て、社会保険庁に記録されている標準報酬月額に基づき計算された保険料額以上

の保険料が給与から控除されていることが確認できる。 

   また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づ

き標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行わ

れるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの

標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 
   したがって、申立人の標準報酬月額については、破産管財人が保管する上記賃



                      

  

金台帳により、申立期間の平成 15年５月から 16年８月までの期間について、そ

の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていることが認められることから、申立期間の 15年５月から 16年８月まで

は 22万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、社会保

険事務の責任者であった役員は、標準報酬月額の引き下げについては社会保険庁

の記録どおりに届出をしたとしており、その結果、社会保険事務所は給与明細書

及び賃金台帳で確認できる保険料控除額に見合う保険料について納入の告知を

行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



                      

  

京都厚生年金 事案 1033 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人の株式会社Ａ（現在は、株式会社Ｂ）におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 50年 12月 22日に訂正し、同年 12月の標準報酬

月額を 12万 6,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年 12月 22日から 51年１月 13日まで 

    私は、昭和 49 年３月 22 日に株式会社Ａに入社し、継続して勤務している。

ねんきん特別便を確認すると、50 年 12 月 22 日に厚生年金保険の被保険者資

格を喪失し、51年１月 13日に被保険者資格を取得している。これは、会社内

の移動、Ｃ営業所からＤ営業所への移動によるもので、50 年 12 月 22 日から

51 年１月 13 日までの期間について厚生年金保険加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び株式会社Ｂからの回答並びに申立期間当時の同僚の

供述から、申立人は申立期間において株式会社Ａに継続して勤務し（昭和 50 年

12 月 22 日に株式会社ＡのＣ営業所から同社Ｄ営業所に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所の株式会社Ａに係

る昭和 51年１月の記録から 12万 6,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、

事業主が、厚生年金保険被保険者資格取得届を誤ったとしていることから、事業

主が昭和 51年１月 13日を資格取得日として届け、その結果、株式会社Ａに対し

社会保険事務所は、申立人に係る 50年 12月分の納入告知をしておらず、事業主

は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

京都厚生年金 事案 1034 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人のＡ株式会社Ｂ支店（現在は株式会社Ｃ）に

おける資格喪失日に係る記録を昭和 48 年３月 20 日から同年４月１日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額については、６万 4,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行

したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年３月 20日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 48 年にＡ株式会社Ｂ支店からＤの店舗に転勤したが、その時手

続のミスがあった可能性があり、申立期間の厚生年金保険加入記録が抜けてい

る。調査の上、申立期間の加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び株式会社Ｃからの回答並びに申立期間当時の同僚の

供述から、申立人は申立期間においてＡ株式会社に継続して勤務し（昭和 48 年

４月１日にＡ株式会社Ｅ店から同社Ｆ店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所の当該事業所に係

る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の昭和 48 年２月の記録から６万 4,000 円

とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当該事

業主は、「他の社員と同様の手続を行っていますので保険料は納付されていると

思われます。」と回答しているが、当時の被保険者資格喪失届等の社会保険手続

の資料が保管されておらず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無い

ことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 



                      

  

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が

申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に行ったか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、行っ

たとは認められない。 



                      

  

京都厚生年金 事案 1035  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、申立人の株式会社Ａにおける被保険者記録のうち、

申立期間に係る資格喪失日（昭和 48年９月２日）及び資格取得日（49年７月１

日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を 13 万 4,000 円とすることが必要で

ある。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年９月２日から 49年７月１日まで 

    昭和 41 年３月７日に、株式会社Ｂ（現在は、株式会社Ａ）に入社し、平成

12 年４月１日まで継続して勤務していたが、社会保険事務所に照会したとこ

ろ、Ｃ国Ｄ地区に長期出張していた期間が厚生年金保険の未加入期間となって

いる。申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａが保管する申立人に係る「社員台帳」、申立期間当時の「社員名簿」、

当該事業所が提出した「給与履歴証明書」及び複数の元同僚の供述から、申立人

は申立期間において当該事業所に継続して勤務していたことが認められる。 

   また、株式会社Ａの元人事部長は、すべての海外勤務者の賃金台帳を確認した

ところ、海外勤務期間中も厚生年金保険料を控除していたにもかかわらず厚生年

金保険に加入させておらず、そのうち数名については、本来支給されるべき年金

額との差額を補填するための解決金を支払った旨供述しているほか、申立期間当

時の経理部主計課長は、海外勤務者の厚生年金保険料は、国内で支給する賞与か

らまとめて控除していた旨供述している。 

   これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事



                      

  

業主により給与から控除されていたことが認められる。  

   また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所が保管する株式会

社Ａに係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の昭和 47年 10月の記録から、13

万 4,000円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについて

は、事業主は不明としているが、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届

及び取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録す

ることは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失

及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和

48年９月から 49年６月までの保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事

務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場

合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

京都厚生年金 事案 1036 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、Ａ株式会社Ｂ工場における資格取得日に係る記録を

昭和 47 年 12 月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を８万 6,000 円とする

ことが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 12月 21日から 48年２月７日まで 

    昭和 47 年 12 月 21 日にＡ株式会社Ｃ工場から同社Ｂ工場へ転勤したが、社

会保険事務所に照会したところ、申立期間が厚生年金保険の未加入期間となっ

ている。同社には、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間

として訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＡ株式会社が提出した「在籍期間証明書」から、申立

人が当該事業所に継続して勤務し（昭和 47 年 12 月 21 日に、Ａ株式会社Ｃ工場

から同社Ｂ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所が保管するＡ株式

会社Ｂ工場に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の昭和 48 年２月

の記録から、８万 6,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主

は、申立人の転勤に係る厚生年金保険被保険者資格取得届における資格取得日を

誤って届け出たことを認めており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

昭和 47 年 12 月及び 48 年１月の保険料について納入告知を行っておらず、事業

主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

京都厚生年金 事案 1037 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、Ａ株式会社Ｂ工場における資格喪失日に係る記録を

昭和 59年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 28万円とすることが必

要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年４月 30日から同年５月１日まで 

    昭和 59 年５月１日にＡ株式会社Ｂ工場から同社Ｃ工場へ転勤したが、社会

保険事務所に照会したところ、申立期間が厚生年金保険の未加入期間となって

いる。同社には、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間と

して訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＡ株式会社が提出した「在籍期間証明書」から、申立

人が当該事業所に継続して勤務し（昭和 59 年５月１日に、Ａ株式会社Ｂ工場か

ら同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所が保管するＡ株式

会社Ｂ工場に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の昭和 59 年３月

の記録から、28万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主

は、申立人の転勤に係る厚生年金保険被保険者資格喪失届における資格喪失日を

誤って届け出たことを認めており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

昭和 59 年４月の保険料について納入告知を行っておらず、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

京都厚生年金 事案 1038 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、Ａ株式会社における資格取得日に係る記録を昭和

58 年５月 24 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 18 万円とすることが必要

である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年５月 24日から同年７月 21日まで 

    昭和 58年５月 24日にＡ株式会社Ｂ支社から同社Ｃ営業所へ転勤したが、社

会保険事務所に照会したところ、申立期間が厚生年金保険の未加入期間となっ

ている。同社には、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間

として訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＡ株式会社が提出した「在籍期間証明書」から、申立

人が当該事業所に継続して勤務し（昭和 58 年５月 24日に、Ａ株式会社Ｂ支社か

ら同社Ｃ営業所に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所が保管するＡ株式

会社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の昭和 58 年７月の記録から、18

万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主

は、申立人の転勤に係る厚生年金保険被保険者資格取得届における資格取得日を

誤って届け出たことを認めており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

昭和 58 年５月及び同年６月の保険料について納入告知を行っておらず、事業主

は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

京都厚生年金 事案 1039 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められることから、Ａ株式会社Ｂ工場における資格喪失日に係る記録を

昭和 47年 10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を８万 6,000円とするこ

とが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年９月 25日から同年 10月１日まで 

    昭和 47年 10月１日にＡ株式会社Ｂ工場から同社Ｃ工場へ転勤したが、社会

保険事務所に照会したところ、申立期間が厚生年金保険の未加入期間となって

いる。同社には、継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間と

して訂正してほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及びＡ株式会社が提出した「在籍期間証明書」から、申立

人が当該事業所に継続して勤務し（昭和 47 年 10月１日に、Ａ株式会社Ｂ工場か

ら同社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所が保管するＡ株式

会社Ｂ工場に係る申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の昭和 47 年８月

の記録から、８万 6,000円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主

は、申立人の転勤に係る厚生年金保険被保険者資格喪失届における資格喪失日を

誤って届け出たことを認めており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

昭和 47 年９月の保険料について納入告知を行っておらず、事業主は、申立期間

に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



                      

  

京都国民年金 事案 1276 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年４月から 63 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38 年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年４月から 63 年３月まで 

    私の国民年金については、20 歳になった昭和 58 年４月は学生であっ

たので、母親が区役所の支所へ行って、国民年金に任意加入し、国民

年金保険料を毎月、郵便局の窓口で振り込みにより納めてくれていた

ので、申立期間が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母親が国民年金の任意加入手続を行い、申立期間

の国民年金保険料を納付してくれていたと主張している。しかしながら、

申立期間の保険料を納付するには、申立人が当時居住していたＡ市Ｂ区

で国民年金手帳記号番号が払い出されていることが必要であるが、国民

年金手帳記号番号払出簿を確認しても、同手帳記号番号が払い出された

形跡は無い上、申立人について、氏名を複数の読み方で検索したが、該

当者はおらず、同手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

   また、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



                      

  

京都国民年金 事案 1277 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年 11 月から平成２年３月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40 年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60 年 11 月から平成２年３月まで 

    私の国民年金については、20 歳になった昭和 60 年＊月は学生であっ

たので、母親が区役所の支所へ行って、国民年金に任意加入し、国民

年金保険料を毎月、郵便局の窓口で振り込みにより納めてくれていた

ので、申立期間が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母親が国民年金の任意加入手続を行い、申立期間

の国民年金保険料を納付してくれていたと主張している。しかしながら、

保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、平成３年１

月ごろに払い出されていることが前後の被保険者記録から確認でき、こ

のころに国民年金に加入したものと推認され、申立人の被保険者資格取

得日は２年６月 17 日となっていることから、申立期間は国民年金の未加

入期間となり、申立期間の保険料納付はできなかったものと考えられる。 

   また、申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人

について、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の国

民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存し

ない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



                      

  

京都国民年金 事案 1278 

                     

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36年４月から 41年３月までの期間及び 60年１月から 61

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認

めることはできない。 

   また、昭和 50年９月から 53年３月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36 年４月から 41 年３月まで 

             ② 昭和 50 年９月から 53 年３月まで 

             ③ 昭和 60 年１月から 61 年３月まで 

    申立期間①については、母親が国民年金の加入手続を行い、父親が

家族の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間②については、

昭和 50 年９月に会社を法人化し、私は厚生年金保険の被保険者となっ

たが、国民年金の集金人が、保険料を徴収に来ていたので父親が保険

料を納付していた期間であり、この期間については還付済みとのこと

であるが、私は受け取った記憶がない。申立期間③については、夫婦

一緒に金融機関で納付していた。 

    納得できないので、記録の訂正をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、申立人の母親が国民年金の加入手続

を行い、申立人の父親が申立人の分も含め家族の国民年金保険料を一緒

に納付していたと主張しているが、申立人の国民年金手帳記号番号は昭

和 36 年１月に払い出されていることが確認できるものの、以下の点から

みて、申立期間の保険料については、納付しなかったものとみるのが相

当である。 

  ⅰ）Ａ県Ｂ市が保管する被保険者名簿において、申立期間の国民年金保



                      

  

険料を納付した記録は無く、申立人からは、さかのぼって納付したと

の主張も無いこと。 

  ⅱ）国民年金手帳記号番号が申立人と連番で払い出されている申立人の

兄妹は、昭和 36 年４月から 37 年３月まで保険料は未納であること。 

  ⅲ）昭和 36 年＊月に婚姻した申立人の元妻も、申立期間当時は国民年金

に未加入であること。 

   申立期間③について、申立人は、金融機関で夫婦一緒に国民年金保険

料を納付していたと主張しているが、Ａ県Ｃ市が保管する国民年金収滞

納一覧表において、申立人及びその妻は、未納であることが確認でき、

社会保険庁のオンライン記録とも一致することから、申立人は申立期間

の保険料を納付しなかったものとみるのが相当である。 

   また、申立人若しくは申立人の父親が、申立期間①及び③の国民年金

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は

無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない上、申立人について、氏名を複数の読み方で検索し

ても該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたこ

とをうかがわせる事情も存しない。 

   申立期間②について、申立人は、国民年金保険料を還付された記憶は

ないと主張しているが、社会保険事務所が保管している国民年金保険料

還付整理簿に申立期間について、昭和 53 年６月２日に還付決定を行い、

同年同月 24 日に５万 900 円を還付した旨の記載が有り、この事実は、同

事務所が保管する特殊台帳及びＡ県Ｄ市が保管する国民年金被保険者名

簿からも確認できることから、申立期間の保険料は還付されたものとみ

るのが自然である。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立期間①及び③の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできず、また、申立期間②の国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 



                      

  

京都国民年金 事案 1279 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年２月から 44 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住 所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43 年２月から 44 年３月まで 

    私が、20 歳になった昭和 43 年＊月ごろに、国民年金の加入手続を行

い、その後は、３か月ごとに集金人に国民年金保険料を納付してきた

はずであるので、申立期間が未納となっていることは納得がいかない。 

       

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、20 歳になった昭和 43 年＊月ごろに国民年金の加入手続を行

い、集金人に申立期間の国民年金保険料の納付を行ったと主張している。

しかしながら、保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号

は、45 年２月に払い出されていることが、社会保険事務所が保管してい

る国民年金手帳記号番号払出簿で確認でき、申立人は、このころに国民

年金の加入手続を行ったものと推認され、この時点では、申立期間の保

険料を納付するには、過年度納付によることとなるが、国庫金である過

年度保険料は、市町村では収納できない上、申立人からは、さかのぼっ

て納付したとの主張も無い。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   さらに、申立人について、申立期間当時、居住していたＡ市Ｂ区で払

い出された国民年金手帳記号番号払出簿を確認するとともに、氏名を複

数の読み方で検索しても該当者がおらず、別の国民年金手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



                      

  

京都国民年金 事案 1280(事案 888 の再申立て)  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年 10 月、53 年 11 月から 54 年３月までの期間、55 年

５月から 56 年 10 月までの期間及び 56 年 11 月から 58 年１月までの期間

の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 52 年 10 月 

             ② 昭和 53 年 11 月から 54 年３月まで 

             ③ 昭和 55 年５月から 56 年 10 月まで 

             ④ 昭和 56 年 11 月から 58 年１月まで 

    私は、年金記録確認第三者委員会からの通知書において、「さかのぼ

って納付した主張は無い。」とされているが、結婚をしたときに、国民

年金保険料をさかのぼって納付したことがあることを思い出したので、

再度調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   前回、申立期間に係る申立てについては、ⅰ)国民年金保険料納付の前

提となる申立人の国民年金手帳記号番号は昭和 58年４月にＡ市Ｂ区で払

い出されているが、同市の国民年金収滞納リストによれば、同年２月の

保険料が同年３月 30日に納付書により金融機関で納付されていることが

確認できることから、申立人が国民年金に加入したのは同年２月である

と考えられ、この時点では申立期間の一部は既に時効により納付できな

い期間であり、これを納付するには特例納付及び過年度納付によること

となるが、特例納付が実施されていた時期ではない上、申立人からは、

さかのぼって納付したとの主張は無いこと、ⅱ)申立人が申立期間の国民

年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が

無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺



                      

  

事情は見当たらない上、申立人について、氏名を複数の読み方で検索し

たが、該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も存しないことから、既に当委員会の決定に基

づき平成 21 年１月 22 日付けで申立期間の年金記録の訂正は必要でない

とする通知が行われている。 

   今回、申立人は、年金記録確認第三者委員会からの通知書において、「さ

かのぼって納付した主張は無い。」とされているが、昭和 56 年＊月の婚

姻時に、さかのぼって国民年金保険料を納付したことがあることを思い

出したとして再申立てを行っている。 

   しかしながら、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたのは上

述のとおり昭和 58 年４月であり、この手帳記号番号では、婚姻時におい

ても、さかのぼって国民年金保険料を納付することはできないことから、

この再申立内容は当委員会の決定に基づく年金記録の変更につながる新

たな資料・情報とは認められず、そのほかに当委員会における当初の決

定を変更すべき新たな事情も見当たらないことから、申立人は、申立期

間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 



                      

  

京都国民年金 事案 1281 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42 年５月から 46 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42 年５月から 46 年３月まで 

    サラリーマンの妻も国民年金に任意加入できることを知り、Ａ区役

所Ｂ支所で国民年金の加入手続を行い、集金人に国民年金保険料を納

付していた。 

    また、任意加入の資格取得日が昭和 46 年 12 月８日となっているの

は、その後、Ｃ区に転居後、集金人が来ないため、再度、手続をした

日である。申立期間が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間について、国民年金の任意加入手続を行い、国民

年金保険料を納付していたと主張しているが、保険料の納付の前提とな

る申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 47 年１月に払い出され、申立

人が所持する国民年金手帳からも、46 年 12 月８日に任意で国民年金被保

険者資格を取得していることが確認でき、任意加入の場合、さかのぼっ

て資格取得ができず、申立期間は未加入期間であることから、申立期間

の保険料納付はできなかったものと考えられる。 

   また、申立期間当時、居住していたＤ市Ａ区で払い出された国民年金

手帳記号番号払出簿を確認したが、別の国民年金手帳記号番号が払い出

された形跡は無く、申立人について、婚姻前の氏名を含め、複数の読み

方で検索したが、該当者はおらず、別の同手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納



                      

  

付していたことをうかがわせる周辺事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



                      

  

京都国民年金 事案 1282(事案 967 の再申立て) 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年６月から 63 年５月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  昭和 60 年６月から 63 年５月まで 

    年金記録確認第三者委員会の通知書では、昭和 57 年３月より集金人

が集金をすることはなかったように書かれているが、実際は、集金人

は申立期間にも続けて来ていたので、再調査をしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   前回、申立期間に係る申立てについては、ⅰ) 申立人は、60 歳に達す

る直前の昭和 60年５月ごろにＡ市の集金人から国民年金高齢任意加入を

勧奨され、同年６月に加入手続を行い、集金人に国民年金保険料を納付

したと主張しているが、高齢任意加入の制度が実施されたのは 61 年４月

からである上、申立期間当時、Ａ市では、集金人による保険料の徴収に

ついては、未納者を除き 57 年３月までであることが確認されており、申

立内容は不自然であること、ⅱ) 申立人は、申立人が所持する国民年金

手帳及び社会保険庁のオンライン記録により申立期間直後である昭和 63

年６月 18日にＢ市Ｃ区で高齢任意被保険者として加入していることが確

認できる上、申立期間の国民年金保険料について、Ａ市の国民年金収滞

納リスト及びＢ市の国民年金納付記録では被保険者として管理されてい

ないことから、申立期間は未加入期間であり、保険料の納付はできなか

ったものと考えるのが相当であることなどから、既に当委員会の決定に

基づき平成 21 年２月 26 日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通

知が行われている。 

   今回、申立人は、年金記録確認第三者委員会の通知書において、集金

人による国民年金保険料の徴収は未納者を除き昭和 57年３月までである



                      

  

としているが、その後も集金人が来ていたので継続して保険料を納付し

ていたとして再申立てを行っている。 

   しかしながら、Ａ市における集金人制度は昭和 57 年４月以降、国民年

金保険料の未納者に対してのみ集金をしていたことが確認でき、61 年３

月末には集金人制度が全廃されていることから、再申立内容は、当委員

会の当初の決定を変更すべき新たな資料・情報とは認められず、そのほ

かに当委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情も見当たらないこと

から、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



                      

  

京都国民年金 事案 1283 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38年９月から 39年３月までの期間及び 41年４月から 45

年３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認

めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38 年９月から 39 年３月まで 

             ② 昭和 41 年４月から 45 年３月まで 

    私の国民年金については、母親が加入手続を行い、申立期間①の国

民年金保険料を納付し、申立期間②は、婚姻後、妻が集金人に保険料

を納付していた。なぜ、未納とされているのか納得できないので調査

してほしい。 

 

第３  委員会の判断の理由 

   申立期間①について、申立人は、申立人の母親が申立人の国民年金の

加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていたと主張している。

しかしながら、保険料納付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号

は、昭和 38 年 11 月に申立人の姉と連番で払い出されていることが、社

会保険事務所が保管している国民年金手帳記号番号払出簿で確認できる

ことから、申立人の母親は、このころに申立人と申立人の姉の国民年金

の加入手続を行ったものと考えられ、申立人の姉は、申立人と同様に 39

年４月から 41 年３月までは納付済みであるものの、この前後の期間は未

納となっていることから、申立期間について、申立人の母親が申立人の

保険料のみを納付していたものとは考え難い。 

   また、申立期間②について、申立人は、婚姻後は申立人の妻が国民年

金保険料を納付してくれていたと主張している。しかしながら、申立人

の妻は、申立人の母親が、夫婦同じになるように、さかのぼって保険料

を納付してくれたとしている上、申立人及び申立人の妻の昭和 45 年４月



                      

  

から 47 年３月までの保険料は、48 年４月 11 日に過年度納付されている

ことが、社会保険事務所が保管している領収済通知書により確認できる

ことから、申立内容とは符合しない。 

   さらに、申立人の母親若しくは申立人の妻が、申立期間の国民年金保

険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、

ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない上、申立人について、氏名を複数の読み方で検索したが、

該当者はおらず、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうか

がわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



                      

  

京都国民年金 事案 1284 

  

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年３月から 44 年３月までの期間及び平成４年８月の

国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

   

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43 年３月から 44 年３月まで 

             ② 平成４年８月 

    申立期間①については、母親が国民年金保険料を納付し、申立期間

②については、平成４年８月に転職した際、妻が、自身の保険料と一

緒に、私の保険料も納付したはずである。未納とされていることに納

得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間①については、申立人の母親が、申立期間②につ

いては、申立人の妻が、自身の国民年金保険料と一緒に納付したと主張

している。しかしながら、申立期間①及び②の保険料を納付するには、

国民年金手帳記号番号が払い出されていることが必要であるが、申立人

に係る社会保険庁の基礎年金番号情報記録には、申立人の国民年金手帳

記号番号は登録されておらず、社会保険事務所が保管している国民年金

手帳記号番号払出簿にも、申立人に同手帳記号番号が払い出された記録

が無く、申立人について、氏名を複数の読み方で検索したが、該当者は

おらず、同手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

見当たらない。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。  



                      

  

京都国民年金 事案 1285  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年４月から 54 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18 年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47 年４月から 54 年３月まで 

    私は、昭和 47 年にＡ区Ｂ（現在は、Ｃ区）に転居したころ、区役所

の人が家に来て国民年金の加入を勧められ、妻と一緒に加入した。当

時は事業を始め、お金も有ったので、国民年金保険料を納付できなか

ったということはなく、申立期間の保険料は集金人に、その後は金融

機関に納付した。未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 47 年ごろ夫婦一緒に国民年金に加入し、申立期間の国

民年金保険料を納付していたと主張している。しかしながら、保険料納

付の前提となる申立人の国民年金手帳記号番号は、54 年５月に払い出さ

れているのに対し、申立人の妻の同手帳記号番号は、47 年 10 月に払い出

されていることが、社会保険事務所が保管している国民年金手帳記号番

号払出簿により確認でき、申立内容とは符合しない。  

   また、申立人が国民年金に加入したと推認される上記の昭和 54 年５月

時点では、申立期間の一部は、既に時効により納付できない期間であり、

申立期間の国民年金保険料を納付するには過年度納付及び特例納付によ

ることとなるが、申立人からは、さかのぼって納付したとの主張は無い。 

   さらに、申立期間のうちの、昭和 51年４月からの国民年金の加入状況、

国民年金保険料の納付状況等を記録しているＤ市の国民年金収滞納リス

トでは、申立人は 51 年４月から 54 年３月までについては「登載なし」

と記載されており、同市では申立人を被保険者として管理していなかっ

たことが確認できる。 



                      

  

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人につ

いて、氏名を複数の読み方で検索しても該当者はおらず、別の国民年金

手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。 



                      

  

京都国民年金 事案 1286  

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 58 年４月から 59 年６月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58 年４月から 59 年６月まで 

    私は、昭和 47 年にＡ市役所で夫と共に国民年金の加入手続を行って

以降、国民年金保険料については、私が夫婦二人分をきちんと納付し

てきており、申立期間の保険料についても夫婦一緒に納付したはずで

ある。夫は納付済みであるのに私の分だけが未納になっているのは納

得できないので、改めて調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金に加入して以降、国民年金保険料を夫婦一緒に納

付してきており、申立期間の保険料についても納付したはずであると主

張している。しかしながら、Ａ市の保管する国民年金被保険者名簿及び

申立人が所持している国民年金手帳により、申立人は、昭和 58 年４月８

日に任意被保険者資格を喪失していたことが確認でき、その時点で申立

期間は未加入期間であり、申立人は申立期間の保険料を納付することは

できなかったものと考えられる。 

   なお、申立人の夫の厚生年金保険被保険者資格喪失が判明したことに

伴い、昭和 61 年 10 月 17 日に、申立人の 55 年３月１日以降の国民年金

被保険者資格が任意から強制に修正されていることが社会保険庁のオン

ライン記録で確認でき、申立人は、その資格修正時点で納付可能である

申立期間直後の 59年７月から 61年３月までの国民年金保険料を 61年 10

月 25 日以降、順次、過年度納付していることがＡ市の国民年金被保険者

名簿及び社会保険庁のオンライン記録で確認できることから、申立人は、

時効により、申立期間の保険料を納付することはできなかったものと考



                      

  

えられる。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない上、申立人について、婚

姻前の氏名を含め、複数の読み方で検索したが、該当者はおらず、別の

国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も存

しない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと

認めることはできない。  



京都厚生年金 事案 1040 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年４月１日から 32年 10月 20日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、申立

期間の 42か月間について未加入期間となっていることが分かった。この期

間は、Ａ株式会社Ｂ工場に正社員として継続して勤務しており、当該期間

が未加入期間となっていることは考えられない。申立期間について厚生年

金保険の被保険者期間であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時勤務していた複数の元従業員の供述により、申立人が申立

期間のうち、昭和 29 年の秋ごろよりＡ株式会社Ｂ工場に勤務していた事実

は推認できるが、当該事業所の本社であるＣ株式会社から提出された健康

保険厚生年金保険被保険者資格取得届確認及び標準報酬決定通知書の資格

取得年月日欄には 32 年 10 月 21 日と記載されており、社会保険庁の記録と

一致していることから、事業主が社会保険庁の記録どおりに届出をしてい

たことが確認できる。 

   なお、上記の取得届の前に、厚生年金保険被保険者であったかどうかを

確認する項目欄には、「無」と記載されている上、申立人が初めて会社に勤

務したとしている当該事業所において交付された厚生年金保険被保険者証

の「はじめて資格を取得した年月日」欄にも昭和 32 年 10 月 21 日と記載さ

れており、それ以前に資格を取得していた事実は確認できない。 

   また、Ｃ株式会社Ｄグループに照会したところ、保険料控除に関する資

料は保存されていないため、申立人の厚生年金保険料の控除の有無につい

 



て確認することができない旨の回答であった。 

   さらに、申立期間当時の当該事業所の社会保険事務担当者は、時期はよ

く覚えていないが、申立人はある時期まで臨時職員的な身分で勤務してお

り、途中から正社員として採用された旨の供述をしており、また、複数の

元従業員及び当該事業所の社会保険事務担当者は、申立期間当時、当該事

業所はユニオンショップ制であったため、入社した者は組合員となり、組

合員であれば厚生年金保険に強制加入させられていた旨の供述をしている

が、申立人が申立期間当時、正社員として勤務していた旨の関係者の供述

及び資料提供は得られなかった。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料、周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1041 

 

第１ 委員会の結論  

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 15 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34 年９月から 35 年８月まで 

             ② 昭和 52 年９月 22 日から同年 10 月 31 日まで 

    申立期間①について、Ａ株式会社に勤めていた期間の厚生年金保険の被保

険者記録が無いので、記録を訂正してほしい。 

    申立期間②について、有限会社Ｂと株式会社Ｃは同じ社長が経営していた

会社であるのに、途中に被保険者記録の無い期間があるのはおかしいので、

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、元同僚の供述から、期間は特定できないものの、

申立人がＡ株式会社に勤務していたことは推認できるが、社会保険庁の記録

によると、同社は昭和 35年７月に厚生年金保険の適用事業所でなくなってお

り、既に解散し、元事業主及び役員も亡くなっているため、同社の従業員で

もあった元事業主の親族に照会したところ、申立人のことは知っているが、

勤務実態等については記憶しておらず、厚生年金保険の適用や保険料の控除

についても分からない旨の回答があった。 

   また、上記の元事業主の親族が、Ａ株式会社の親会社であり、同社の給与

計算及び社会保険事務を行っていたとしているＤ株式会社は、昭和 35年６月

に解散し、元事業主及び役員は亡くなっており、Ｄ株式会社の複数の元従業

員が、当時、社会保険事務担当者であったと供述している者も既に亡くなっ

ているため、申立人に係る厚生年金保険の適用や保険料の控除に係る関連資

料及び供述を得ることはできない。 



   さらに、Ａ株式会社の元従業員が記憶する当時の同僚の中にも、申立人と

同様に同社に係る厚生年金保険の加入記録が無い者がおり、またＤ株式会社

で管理職であったとする者は、Ａ株式会社においては、厚生年金保険の加入

手続を必ずしも全員については行っていなかったと思う旨の供述をしている。 

   申立期間②については、雇用保険の記録から、申立人が、昭和 52 年９月

１日から 53 年２月９日まで、事業所名は確認できないものの、申立てに係

る事業所の所在地を管轄するＥ職業安定所管内の事業所で被保険者であっ

たことが確認できる。また、元同僚及び役員の供述から、期間は特定でき

ないものの、申立人が有限会社Ｂ及び株式会社Ｃに勤務していたことは確認

できるが、社会保険庁の記録によると、有限会社Ｂは 52 年９月 21 日に厚生

年金保険の適用事業所でなくなっており、株式会社Ｃは同年 11月１日から厚

生年金保険が適用されていることから、両社とも、申立期間当時は厚生年金

保険の適用事業所ではなかったことが確認できる。なお、申立人と同様に、

両社において被保険者記録のある従業員全員が、申立期間においては、厚生

年金保険に未加入となっていることが確認できる。 

   また、株式会社Ｃも昭和 53年２月に適用事業所でなくなっており、既に解

散し、同一人である両社の元事業主も亡くなっているため、両社の役員でも

あった元事業主の妻及び親族に照会したところ、両社の経営については元事

業主がすべて一人で取り仕切っており、申立てに係る事実については全く不

明である旨の回答があった。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1042 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所  ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39 年６月１日から 41 年６月１日まで 

    株式会社Ａに申立期間に継続して勤務していたが、その間、厚生年金

保険が未加入となっているので、厚生年金保険被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａについて、法務局へ照会したところ、現在の登記簿には該当

する事業所は無いが、法務局の資料によると、当該事業所は昭和 57 年３月

13 日に解散し、58 年９月１日清算結了している旨の回答があり、社会保険

庁の記録においても、当該事業所は 56 年４月 30 日付けで厚生年金保険の

適用事業所ではなくなっており、当時の事業主は既に亡くなっているため、

申立人の申立期間における勤務実態及び厚生年金保険料が控除されていた

ことを確認できる関連資料及び供述を得ることができない。 

   また、当時の従業員に照会したものの、申立人のことを記憶している者

はおらず、申立人の情報を得ることはできなかった。 

   さらに、申立人は株式会社Ａにおいて、左官の手伝いであったと述べて

おり、これについて、当時の事務員は、左官業は下請けであり、当社の社

員でないため、社会保険の加入手続をしていなかったと思う旨の供述をし

ている。 

   加えて、上記被保険者名簿において、申立期間に申立人の氏名は記録さ

れておらず、健康保険の整理番号が連続しており、欠番も見られないため

申立期間において申立人の加入記録が欠落したとは考え難い。なお、申立

 



人が記憶している仕事の指示を受けていたとしている者の氏名についても

同名簿には記載が無い。 

   このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1043 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生  

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年９月１日から 35年 10月 31日まで 

    私は、平成 19 年８月８日Ａ社会保険事務所へ厚生年金保険の加入期間に

ついて照会したところ、Ｂ市Ｃ局Ｄ課へ勤務していた昭和 28年９月から 35

年 10月までの間、厚生年金の加入なしとの回答をもらった。政府管掌健康

保険に入っており厚生年金に加入していないことはおかしい。上記期間に

ついて厚生年金の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時の複数の同僚の供述から、申立人が申立期間において、Ｂ市

Ｃ局Ｄ課に所属し勤務していたことは推認できる。 

   しかし、Ｂ市役所に照会したところ「昭和 28 年から 35 年の職員録に申立

人の名前は記載されていなかった。正職員であれば通常職員録に記載される

ため、臨時的任用職員等であった可能性が高いが、それを確認できる資料等

は残っていないため、申立人が本市に在籍していたかどうかも不明である。」

と回答している上、失業対策事業事務補助員の社会保険の取扱いについて、

昭和 32年４月に制定されたＢ市失業対策事業就業規則第 12条において、「失

業保険料及び健康保険料は賃金額からその都度差し引く」とあるため、正職

員でない申立人については、厚生年金保険に加入していなかったと推測され

る旨の回答であり、申立期間における申立人の正確な勤務実態及び給与から

厚生年金保険料が控除されていた事実は確認できない。 

   また、Ｂ市役所は、Ｂ市Ｃ局Ｄ課Ｅ事務所が厚生年金保険の適用事業所で

あったかどうかについては不明と回答している上、社会保険庁の記録を確認



しても、当時Ｂ市Ｃ局Ｄ課が厚生年金保険適用事業所であった事実は確認

できない。 

   さらに、当該事業所に勤務していた複数のＢ市職員等に照会したところ、「申

立人は臨時雇用の方だったと記憶している」と複数の職員が供述している。 

   加えて、申立人は申立期間において、長女出生時に自分が記載した発育メモ

帳のなかに「健保半額」と記載されていることから、政府管掌健康保険の被

保険者であれば厚生年金保険被保険者であったはずと主張しているが、上記

のメモにおいても健康保険の種別は明確でない上、長女出生時に利用したと

しているＦ医院の院長は既に亡くなり、同院も廃院されているため、申立人

の主張する事実を確認することはできない。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1044（事案 180の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年７月１日から 40年８月１日まで 

    今回新たに、申立期間当時申立ての事業所に同じく勤務していた同僚から

供述が得られるので再申立てした。申立期間に勤務していたことは間違い

ないので厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間に係る申立てについては、雇用保険の記録及び同僚の証言から申立

人が当該事業所に勤務していたことは推認できものの、当時の資料は保管さ

れておらず、事業主により給与から厚生年金保険料を控除されていた事実を

確認できる賃金台帳等の関連資料及び供述を得ることができないほかに、申

立てに係る事実を確認できる関連資料や周辺事情が見当たらないとして、既

に当委員会の決定に基づき平成 20 年９月 18 日付けで年金記録の訂正は必要

でないとする通知が行われている。 

   申立人は、今回の申立てにおいて、新たな資料等を提出しておらず、申立期

間については、Ａ合資会社（現在は、株式会社Ｂ）に係る申立期間について

のみの申立てに変更している。 

   そこで、今回の再申立てを踏まえ、前回の調査に加えて当該事業所に再度情

報提供を依頼したところ、当該事業所が保管している申立人に係る厚生年金

保険被保険者資格取得届及び同資格喪失届の事業主控えが新たに確認され、

それによれば、資格取得日は昭和 40 年８月２日、資格喪失日は同年９月 15

日と記載されており、社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿に記載さ

れた資格取得日及び資格喪失日と一致することが確認できた。 



   また、社会保険事務所の当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿において、申立期間に、申立人の氏名は記載されておらず、その間の健康

保険番号も連続しているため、申立人の厚生年金保険の加入記録が欠落した

とは考え難い。 

   さらに、今回の再申立てにおいて、申立人が新たな供述が得られるとして情

報提供した、当時Ａ合資会社に勤務していた同僚に照会しても、申立人の正

確な在籍期間等に関する情報は得られず、申立期間における申立人の勤務実

態及び給与から厚生年金保険料が控除されていた事実を確認するための供述

を得ることはできなかった。 

   その他に委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないこと

から、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1045 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 10月 10日から 39年４月 20日まで 

    私は、Ａ株式会社の創業当時の代表取締役で、昭和 36年 10月に夫が代表

取締役に、私は取締役に就任しました。以降、取締役を辞任したことはあ

りません。社会保険庁の記録では同年 10 月 10 日から 39 年４月 20 日まで

厚生年金保険の被保険者ではないとされているが、当時も取締役として勤

務していたので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   登記簿謄本及びＡ株式会社が保管している当時の議事録により、申立人

が申立期間において取締役及び監査役であったことは確認できる。 

   また、申立人は、申立期間において渉外担当役員として一週間に４日か

ら５日勤務していたと述べており、当時代表取締役であった申立人の夫も、

申立人が役員として勤務していたと供述しているが、当時Ａ株式会社に勤

務していた従業員に照会したところ、複数の元従業員は、「代表取締役を含

めた役員３人のうち２人は常勤であったが、申立人は常勤ではなく、当該

事業所において申立人が勤務しているのをほとんど見たことがない。」旨の

供述をしているため、週のうち４日から５日勤務していたとする申立人の

主張をそのまま肯定することはできない。 

   また、当時経理事務及び厚生年金保険事務を担当していた役員は、申立

人の給与から厚生年金保険料を控除していたと供述しているが、当時の賃

金台帳等関連資料は無く、申立期間において申立人の給与から厚生年金保



険料が控除されていた事実を確認することはできない。 

   さらに、社会保険事務所が保管するＡ株式会社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿によると、申立人は昭和 36 年 10 月 10 日に健康保険被保

険者資格を喪失した後、39 年４月 21 日に被保険者資格を再取得された旨

が記載されている上、健康保険の整理番号もそれぞれ＊番と＊番と異なっ

ており、申立期間には申立人について健康保険の整理番号が付与された形

跡が無いことから、申立期間において申立人が厚生年金保険の被保険者で

あった事実は確認できない。 

   このほか、申立に係る事実について確認できる関連資料、周辺事実はな

い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1046 

 

第１  委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年４月から 46年 11月１日まで 

    私は、子供の世話をしてもらえず、昭和 42 年 10 月末で、Ａ工場を退

職した。その後、事業主の了解を得て、子供を連れて職場復帰して 43 年

４月ごろから 46 年末まで働いた。その間、毎回、社会保険料を給与から

控除された覚えがある。この間に、勤続年数５年の記念品を受領した。

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてもらいたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間当時、Ａ工場に勤務していた複数の同僚の供述により、申立人は、

少なくとも申立期間の一部において、当該事業所に勤務していたことは推認

できるが、当該事業所は、既に廃業しており、当時の事業主に照会しても、

申立期間当時の関連資料等は保管されていないことから、申立人の正確な勤

務実態及び申立期間において申立人の給与から厚生年金保険料が控除され

ていた事実を確認することができない。 

    また、社会保険事務所の当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿に記載されている、申立人に係る昭和 40 年１月 11 日から 42 年 11 月１日

までの厚生年金保険の加入記録と雇用保険の加入記録は一致しているものの、

申立期間において雇用保険の加入記録は無い。 

   さらに、昭和 43年１月 23日以降、申立期間を含めて申立人は引き続き国民

健康保険に加入していることから、申立期間において申立人が健康保険及び

厚生年金保険の被保険者であった事実は確認できない。 

   加えて、申立期間に係る当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿を



確認しても、同名簿においては健康保険の整理番号の欠番も見られないこ

とから申立期間において申立人の記録が欠落したものとは考え難い。 

   このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1047 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年 11月１日から平成７年７月 20日まで 

    株式会社Ａに継続して勤務し、ホテルＢでベッドメイクの仕事をしていた

が、社会保険庁の厚生年金保険の加入記録では、申立期間が未加入期間と

なっている。申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   株式会社Ａの保管する平成２年及び６年の従業員名簿、複数の元同僚の供述

から、勤務期間の特定はできないものの、申立人が当該事業所に勤務し、ホ

テルＢでベッドメイクの仕事をしていたことは推認できる。 

   また、株式会社Ａに照会しても、申立期間当時の賃金台帳等関連資料は保管

されておらず、申立人の勤務実態等は不明であり、厚生年金保険の適用につ

いて確認できない。 

   さらに、株式会社Ａの総務課に勤務していた元同僚は、申立期間当時、当該

事業所は時間短縮の時期であり、１日８時間労働という勤務形態ではなかっ

た旨回答しており、申立人の申立期間においてホテルＢのベッドメイクの責

任者であった元同僚は、申立人は当初３時間ぐらいの勤務であったが、Ｃ博

覧会が開催された平成２年ごろから忙しくなり、６時間以上の勤務となり残

業もあった旨供述しているほか、ベッドメイクの仕事をしていた二人の元同

僚も、６時間勤務となってから厚生年金保険に加入した旨供述していること

から、申立人の入社時から１日８時間勤務していたとする主張について事実

を確認することはできない。 



   加えて、申立期間のうち、昭和 59 年 11 月から平成元年９月までの期間

について、雇用保険の加入記録は確認できないほか、同年 12 月以降の期間

については、社会保険庁の申立人に係る年金記録によると、申立人は、昭和

56年４月３日付けで厚生年金保険受給資格を有し、社会保険事務所は 58年２

月３日付けで裁定を行っていることが確認でき、申立人は 65歳に達した平成

元年＊月＊日に当時の厚生年金保険法第 14条第５項の規定により厚生年金保

険被保険者の資格喪失に該当することからも、厚生年金保険の加入者となる

ことはできず、厚生年金保険の高齢任意加入被保険者であったとも考え難い。 

   また、社会保険事務所が保管する株式会社Ａに係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿においても、申立期間に申立人の氏名の記載は無く、健康保険証

の番号は連続しており、欠番も見られないため、申立人の記録が欠落したと

は考え難い。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料、周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると申立

人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1048 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42 年３月１日から同年６月１日まで 

             ② 昭和 43 年６月６日から 45 年４月 30 日まで 

    昭和 42年３月１日から 45年４月 30日までＡ株式会社に社員として勤

務していたが、社会保険事務所に照会したところ、申立期間①及び②に

ついて厚生年金保険の加入記録が無い。調査の上、厚生年金保険の加入

期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ株式会社の代表取締役の妻であるとともに経理事務を担当していた元

取締役及び複数の元同僚の回答から、申立人は申立期間①及び②において、

期間の特定はできないものの、当該事業所に勤務していたことは推認でき

る。 

   しかし、申立期間①について、上記の元取締役は、当時の代表取締役は

既に亡くなっており、当時の資料は残っていないが、入社後３か月間は試

用期間に該当し、厚生年金保険には加入させておらず、保険料も控除して

いなかった旨回答しているほか、元同僚の一人は、「当時は、入社後しばら

く様子をみてから社員にしていた。」と供述していることから、申立人につ

いては、入社後ただちに厚生年金保険の加入手続をとっていなかったこと

がうかがえる。 

   また、申立期間②について、申立人は、Ａ株式会社の経営状態が悪くな

る昭和 45 年４月ごろまで社員として勤務していたと主張しているが、上記

の元取締役は、申立人は、当初は社員として勤務していたが、社会保険料

 



等の源泉徴収をすると手取りが少なくなるため、途中から外注扱いの所内

請負に変えてほしいとの希望があり、雇用形態を変更しており、申立人に

係る厚生年金保険の被保険者資格喪失日が、申立人の雇用形態を社員から

所内請負へ変更した日と一致していると思われる旨回答しているほか、元

同僚の一人も、「申立人は入り込み外注だと聞いたことがある。」と回答し

ていることから、申立人は当該事業所において申立期間中に厚生年金保険

の加入記録がある他の社員とは雇用形態が異なっており、業務請負による

業務を行っていたと推認でき、当該事業所において厚生年金保険には加入

していなかったことがうかがえる。 

   さらに、社会保険事務所が保管するＡ株式会社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿において、申立人は昭和 43 年６月６日付けで被保険者資

格を喪失した後、同年９月５日に健康保険証が返納された旨が記載されて

いるほか、申立期間②において申立人の標準報酬月額が改定された記録も

無いことから、申立人の資格喪失に係る手続に不自然な点は見られない。 

   加えて、当時の元同僚に照会しても、申立期間①及び②に係る申立人の

厚生年金保険料が事業主により給与から控除されていた事実を確認するた

めの資料及び供述を得ることはできない。 

   このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 



京都厚生年金 事案 1049 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間①、②及び③に係る脱退手当金を受給していないも

のと認めることはできない。 

   また、申立人は、申立期間④について、厚生年金保険被保険者として、

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはで

きない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １  申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 16 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32 年６月１日から 33 年３月６日まで 

               （Ａ店） 

             ② 昭和 33 年 11 月１日から 35 年４月１日まで 

               （株式会社Ｂ） 

             ③ 昭和 35 年５月 21 日から 36 年４月 21 日まで 

               （Ｃ株式会社） 

             ④ 昭和 37 年４月１日から 38 年３月 31 日まで 

               （Ｄ株式会社） 

    申立期間①、②及び③について、脱退手当金を受け取った覚えがない

ので、調べてほしい。 

    また、申立期間④について、Ｄ株式会社では正社員として勤務してお

り、厚生年金保険被保険者期間が昭和 38 年４月の１か月しかないという

のは常識的に考えておかしいので調査してほしい。 

                            

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①、②及び③について、申立期間の脱退手当金は、支給額に計

算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

   また、Ｃ株式会社の被保険者名簿の申立人の欄には「脱」表示が無いが、

脱退手当金の支給記録が確認できる申立人を含む２人共に被保険者名簿に



「脱」表示が無く、１人は「脱退手当金を受給した。」と供述していること

から、「脱」表示が無いことをもって脱退手当金が支給されていないと推認

することはできず、ほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせ

る事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間①、②及び③に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

   次に、申立期間④について、Ｄ株式会社の現在の事業主に照会したとこ

ろ、申立期間当時の資料は保管されておらず、申立期間において申立人の

給与から厚生年金保険料が控除されていた事実を確認することはできない。 

   また、申立人と同時期に当該事業所に勤務していた複数の同僚に照会し

たものの、申立てに係る事実を確認できる供述は得られない。 

   さらに、申立期間④について、社会保険事務所が保管するＤ株式会社の

厚生年金保険被保険者原票によると、申立人は昭和 38 年４月１日に初めて

厚生年金保険被保険者の資格を取得していること、厚生年金保険記号番号

払出簿においても、申立人の資格取得日は同日と記載されていることが確

認でき、社会保険庁のオンライン記録とも一致しており、事務処理に不自

然さはうかがえない。 

   このほか、申立期間④について、申立ての事実を確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間④に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1050 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ：  女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年１月１日から 38年１月１日まで 

    私は、株式会社Ａに昭和 36 年９月１日から勤務していたが、第一子を妊

娠し、出産が近くなったので、39 年に退職した。この間、身体も丈夫で仕

事を休んだことは無いのに、申立期間が厚生年金保険未加入期間とされて

いる。申立期間について、厚生年金保険の被保険者期間であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の供述から、申立人が株式会社Ａに継続して勤務していたこと

は推認できるものの、申立人の勤務期間等は明確ではなく、申立人の申立期

間における勤務実態及び申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていた

事実を確認することはできない。 

   また、株式会社Ａの申立期間当時の事業主及び厚生年金保険の手続を行っ

ていた総務の担当者は既に亡くなっているため、申立期間における厚生年金

保険料の控除の有無について確認できる関連資料及び供述を得ることはでき

ない。 

   さらに、社会保険事務所が保管する株式会社Ａに係る申立人の健康保険厚

生年金保険被保険者原票によると、申立人は昭和 37年１月１日に被保険者資

格を喪失し、翌月８日に健康保険証を返納、38 年１月２日に再び被保険者資

格を取得していることが確認でき、社会保険庁のオンライン記録と一致して

おり、申立期間前後の申立人の健康保険の整理番号もそれぞれ＊番と＊番と

異なっていることから、一連の記録に不自然な点はみられない。 



   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料、周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



京都厚生年金 事案 1051 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 38 年６月 25 日から 39 年９月 25 日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ株式会社における厚生年金保険加入期間は、

昭和 38 年２月 16 日から同年６月 25 日までとなっているが、１年６か月

ほど勤務した記憶があり、39 年９月 25 日まで加入期間があると思うの

で、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立てに係る事業所に勤務していた同僚の供述から、申立人が、当該事

業所に昭和 38 年２月 16 日から勤務していたことは確認できる。しかし、

当該事業所に照会したところ、申立期間当時の人事記録や給与台帳は現存

していないため退職日は不明であると回答しており、申立期間において、

申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていた事実を確認することは

できない。 

   また、申立人と同時に採用されたとする同僚は、「３人一緒にアルバイト

として採用され、その後、申立人が先に辞めたことは覚えているが、それ

がいつであったかは記憶にない。」と供述しているなど、申立人が昭和 39

年９月 25 日まで勤務していたとする事実を確認する供述は得られない。 

   さらに、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿の申立人の欄

には、退職後の昭和 38 年７月に健康保険証が返納されたことを意味する

「38／７証」の記録が有り、このほか、申立人の申立期間における厚生年

金保険料が控除されていたことについて確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 



   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。



京都厚生年金 事案 1052 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨  

    申 立 期 間 ： 昭和 27 年６月 15 日から 36 年８月 25 日まで 

    Ａ工場に勤めていた期間について、脱退手当金を受給したことになっ

ているが、脱退手当金を受給した記憶はないので、厚生年金保険被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所には、脱退手当金の支給を裏付ける申立人の脱退手当金

裁定請求書が保管されており、同請求書には、「受付第＊号昭和 36．９．

１Ｂ社会保険出張所」、「小切手 36．12．20 交付済」の押印があることから、

国庫金送金通知書により脱退手当金が支給されたものと考えられる。 

   また、申立期間に係る事業所の被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手

当金が支給されていることを意味する「脱」表示が有るとともに、脱退手

当金は、支給額に計算上の誤りは無く、厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約３か月後に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さは

うかがえない上、ほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる

事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申

立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 


